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議会運営委員会  

 

   日 時   令和４年１１月２１日（月）午前１０時～ 

   場 所   全員協議会室  

 

１ 令和４年亀岡市議会定例会１２月議会について 

（１）議案送付 １１月２１日（月） 

（２）再  開 １１月２８日（月） 

 

２ 議案の概要説明について 

（１）概  要 （別添） 

 

（暫時休憩 幹事会へ） 

 

３ １２月議会日程案について【別紙№１】 

（１）一般質問通告期限 １１月２８日（月）正午 

質問順序 ①公明党議員団 ②新清流会 ③緑風会 ④共産党議員団 

（２）請願書等提出期限 １１月２８日（月）午後５時 

（３）質疑通告期限   １２月 ６日（火）本会議終了時 

（４）意見書等提出期限 １２月１５日（木）午前１０時 

（５）討論通告期限   １２月１６日（金）午後４時 

 

４ 再開日（１１月２８日）の議事等について 

（１）議事日程 

諸報告 

第１ 会議録署名議員指名《長澤議員、西口議員》 

第２ 第１号議案から第２０号議案（提案理由説明） 

第３ 議第１号議案 

（２）諸報告 

○地方自治法第１８０条関係（２件） 

○監査（例月） 

○理事者出席要求 

※午前９時５５分から市民憲章唱和《唱和代表：山本副議長》 

【裏面に続く】 
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５ 請願について 

○受理なし 

 

６ 陳情・要望について 

（１）亀岡市議会から厚生労働省に潜在看護師を活用する意見書を提出することを 

求める陳情【別紙№２】 

（２）学校教材（備品）の計画的な整備推進についてのお願い【別紙№３】 

 

７ 一般質問について【別紙№４】 

（１）通告書   メールまたはＵＳＢで事務局に提出 

※一般質問の項目は、重複のないよう会派内で調整を行う。（先例・申合せ１１９） 

（２）質問時間  答弁を含み１人４５分（個人質問） 

（３）会派内順序 １１月２５日（金）までに事務局へ連絡 

 

８ 議員提案議案について 

（１）議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について【別紙№５】 

  ○発議者（前回：各会派幹事長） 

○提案日 １１月２８日（月） 

○提案理由、質疑、付託（省略） 

○討論、表決 １２月１９日（月） 

（２）亀岡市議会個人情報保護条例の制定について 

（３）亀岡市議会委員会条例の一部改正について【別紙№６】   

（４）亀岡市議会会議規則の一部改正について【別紙№７】 

※参考：各会議のオンライン開催に伴う規定整備【別紙№８】 

〇発議者（前回：議会運営委員長） 

○提案日 １２月１９日（月） 

〇提案理由、質疑、付託（省略） 

〇討論、表決 １２月１９日（月） 

  

◎発議者等は下記に記載 
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９ 特別委員会について 

○活動の報告 

公共交通対策特別委員会、桂川・支川対策特別委員会、京都スタジアム検討特別委員会 

 

１０ 議会運営上の新型コロナウイルス感染症対策について 

（１）消毒液の設置、マスク着用、検温等 

※傍聴者へはホームページ等で上記対応等を呼びかけ 

（２）会議中のドアの開放、ＣＯ２濃度測定 

（３）アクリル板の設置 

※議長席、一般質問席、市長席、演壇ではマスクの着用なしで発言可 

（４）委員会への出席職員の抑制 

（５）代表者のみ市民憲章唱和（他の議員及び理事者等は起立の上で黙読） 

 

１１ その他 

（１）委員会等からの報告事項 

○環境市民厚生常任委員会（提言） 

〇京都スタジアム検討特別委員会（府要望） 

〇政策研究会（政策提言等） 

（２）本日（１１月２１日）の会議予定 

議会運営委員会終了後、幹事会、広報部会・広聴部会、広報広聴会議、会派会議 

（３）議会運営委員会等の日程 

１２月 ５日（月）１４：００～ 議運事前調整（正副議長、正副委員長） 

６日（火）本会議終了後 議会運営委員会・幹事会 

１６日（金）１３：００～ 議運事前調整（正副議長、正副委員長） 

１４：００～ 議会運営委員会・幹事会 

１９日（月）  未 定   議運事前調整（正副議長、正副委員長） 

上記終了後   議会運営委員会 



Ver.041121 【議会期間２２日間】
日付 曜日 会 議 等 会 議 内 容 等

10:15～　市長・議長議案調整 議案概要

11:00～　議運事前調整

19 土

20 日

（当初議案送付）
10:00～　議会運営委員会（市長出席）・幹事会 議案概要、11/28の議事日程等

終了後　　広報部会・広聴部会、広報広聴会議、会派会議

22 火

23 水 （勤労感謝の日）

24 木 13:30～　広報部会

25 金

26 土

27 日

10:00～ 【定例会再開】
＜12:00：一般質問通告期限／17:00：請願書等提出期限＞

29 火

30 水

12/1 木

2 金

3 土

4 日

 13:00～　市長・議長議案調整（追加議案）  追加議案概要

14:00～　議運事前調整

10:00～ 【一般質問】 （追加議案送付）

終了後　　議会運営委員会 （市長出席）・幹事会、会派会議

＜本会議終了時：質疑通告期限＞

7 水 10:00～ 【一般質問】
8 木 10:00～ 【一般質問】

10:00～ 【一般質問 、追加議案等】  提案理由説明、質疑、付託

終了後　　広報部会

10 土

11 日

10:00～　総務文教常任委員会 付託議案審査

（午後） 公共交通対策特別委員会 委員長報告確認

10:00～　環境市民厚生常任委員会 付託議案審査

（午後） 桂川・支川対策特別委員会 委員長報告確認

10:00～　産業建設常任委員会 付託議案審査

（午後） 京都スタジアム検討特別委員会 委員長報告確認

委員会（予備日）

13:30～　広報部会　　　　　　　＜10:00：意見書等提出期限＞

 10:00～　市長・議長議案調整（人事議案）  人事議案概要

13:00～　議運事前調整

14:00～　議会運営委員会・幹事会 （市長出席）

終了後　　会派会議

＜16:00：討論通告期限＞

17 土

18 日

10:00～　３常任委員会 委員長報告確認

終了後　　議運事前調整、議会運営委員会、会派会議 討論順序、採決順序等

終了後　【定例会休会】（午後予定）
終了後　　議長記者会見、広報部会・広聴部会

月
諸報告、会議録署名議員指名、
提案理由説明

12 月

13

5

9 金

 追加議案概要、12/9の議事日程
等

令和４年亀岡市議会定例会　１２月議会日程表（案）

11/18 金

21 月

木

14

火

水

28

16 金
 人事議案概要、意見書案、
12/19の議事日程等

19 月

月

6 火

15

委員長報告～採決 、人事議案等

別紙№１























 

 

令和４年１１月○○日 

亀岡市議会議長 福井 英昭 様 

 

亀岡市議会議員 ○○○○○○ 

 

令和４年１２月議会 一般質問通告書 

 

 

 

会派名：○○○○○○ （代表・個人） 

質問方法（ 一 括 ・ 一問一答 ） 

次のとおり通告します。 

 

 

 

質問事項 

 

質問要旨 

 

答弁者 

１ ○○○○につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 空き家の適正

管理について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○ 

（１）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○ 

（２）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 

 

 

 

 

空き家の放置は、近隣の生活環境を阻害し、不審者

の侵入や放火などを誘発する恐れもある。また、災害

時に倒壊する危険や住民の避難活動の妨げにもなりか

ねない。生活環境の保全、災害時の安全確保、犯罪の

未然防止の観点から空き家の適正管理が求められる。 

（１）空き家の調査をどのような頻度で行い、市内に

長期間放置された空き家がどれくらい存在するか

把握しているか。 

（２）管理不十分な空き家は近隣住民にとって危険な

箇所と認識しているか。 

（３）空き家の所有者に対してどのような呼びかけ、

連絡を行っているのか。 

 

○○ 

○○○○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長 

所管部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体裁 
・  

・表のサイズを変えない。 

・ページがまたがる場合は表を分割しない。 

注意点（先例・申合せ１１９） 

・質問は、具体的に記載すること。 

・質問項目は、市政における一般事務の範囲内であること。 

・質問項目は、会派内で重複しないこと。 

記入の仕方 

質問事項の項ごとに 

答弁者を記入 
・市長 

・副市長 

・病院事業管理者 

・教育長 

・所管部長 

・参与 

・行政委員会の委員長等 

質問の意図が伝わるよう、まず、質問の趣旨・背景（課

題や問題点等）を３～５行以内に要約して簡潔に記入。 

（原稿をそのまま掲載しない。） 

そして、質問内容を（１）､（２）の箇条書き

の質問形で具体的に記入。 
（「～について」は質問とならない。） 

以下、例示 

質問要旨に係る項目を 

項番号（スペース）・ 

「～について」等で記

入。 
質問の順序は、機構の建

制順（※）を原則とする

が、質問構成の意図によ

る順序立ても可とする。 

※組織機構の建制順 

市長公室・政策企画部・生涯

学習部・総務部・環境先進都

市推進部・市民生活部・健康

福祉部・こども未来部・産業

観光部・まちづくり推進部・

会計管理室・上下水道部・市

立病院・教育委員会・選挙管

理委員会・公平委員会・監査

委員・農業委員会 

別紙№４
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議第 号議案 

 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

の一部を改正する条例の制定について 

 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年

亀岡市条例第２４号）の一部を改正する条例を次のように制定する

ものとする。 

 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に 

関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和 

３１年亀岡市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「１２月に支給する場合においては１００分の

１６２．５」を「１２月に支給する場合においては１００分の１

６７．５」に改める。 

第２条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を次のように改正する。 

  第５条第２項中「１００分の１６２．５」を「１００分の１６５」

に、「１００分の１６７．５」を「１００分の１６５」に改める。 

 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、令和４年１２月１日から 

適用する。ただし、第２条の規定は、令和５年４月１日から施 

行する。 

（期末手当の内払） 

２ この条例による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等 

別紙№５



2 

に関する条例の規定に基づいて、令和４年１２月１日からこの 

条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条 

例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する 

条例の規定による期末手当の内払とみなす。 
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議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年亀岡市条例第24号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

(期末手当) (期末手当) 

第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条において

これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対してそれ

ぞれ基準日の属する月の別に定める日に期末手当を支給する。 

第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条において

これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対してそれ

ぞれ基準日の属する月の別に定める日に期末手当を支給する。 

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在において受けるべき議員

報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合

計額に、6月に支給する場合においては100分の162.5、12月に支給する

場合においては100分の162.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内

の期間におけるその者の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じて、

当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。 

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在において受けるべき議員

報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合

計額に、6月に支給する場合においては100分の162.5、12月に支給する

場合においては100分の167.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内

の期間におけるその者の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じて、

当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。 

(1) 6箇月の場合 100分の100 (1) 6箇月の場合 100分の100 

(2) 5箇月以上6箇月未満の場合 100分の80 (2) 5箇月以上6箇月未満の場合 100分の80 

(3) 3箇月以上5箇月未満の場合 100分の60 (3) 3箇月以上5箇月未満の場合 100分の60 

(4) 3箇月未満の場合 100分の30 (4) 3箇月未満の場合 100分の30 

3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、一般職の職員の

例によるものとする。 
3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、一般職の職員

の例によるものとする。 
附 則 

（施行期日等） 
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。 
ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。 
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議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年亀岡市条例第24号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

 （期末手当の内払） 

 2 この条例による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例の規定に基づいて、令和4年12月1日からこの条例の施行の日の

前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の

議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の

内払とみなす。 
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議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年亀岡市条例第24号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

(期末手当) (期末手当) 

第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条において

これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対してそれ

ぞれ基準日の属する月の別に定める日に期末手当を支給する。 

第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条において

これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対してそれ

ぞれ基準日の属する月の別に定める日に期末手当を支給する。 

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在において受けるべき議員

報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合

計額に、6月に支給する場合においては100分の162.5、12月に支給する

場合においては100分の167.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内

の期間におけるその者の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じて、

当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。 

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在において受けるべき議員

報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合

計額に、6月に支給する場合においては100分の165、12月に支給する

場合においては100分の165を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の

期間におけるその者の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じて、当

該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。 

(1) 6箇月の場合 100分の100 (1) 6箇月の場合 100分の100 

(2) 5箇月以上6箇月未満の場合 100分の80 (2) 5箇月以上6箇月未満の場合 100分の80 

(3) 3箇月以上5箇月未満の場合 100分の60 (3) 3箇月以上5箇月未満の場合 100分の60 

(4) 3箇月未満の場合 100分の30 (4) 3箇月未満の場合 100分の30 

3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、一般職の職員の

例によるものとする。 
3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、一般職の職員

の例によるものとする。 
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 議第 号議案 

 

亀岡市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

 

亀岡市議会委員会条例(昭和４８年亀岡市条例第４３号)の一部を

改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

亀岡市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 

亀岡市議会委員会条例(昭和４８年亀岡市条例第４３号)の一部を

次のように改正する。 

 

第１４条の次に次の１条を加える。 

（委員会の開会方法の特例） 

第１４条の２ 委員長は、新型コロナウイルス感染症その他重大な

感染症のまん延又は災害等の発生等その他やむを得ない理由によ

り委員が委員会の開会場所に参集することが困難と認めるときは、

映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話

をすることができる方法（以下「オンラインによる方法」という。）

で委員会を開くことができる。ただし、第 19 条第 1 項の秘密会は、

この限りでない。 

２ 前項の規定により開く委員会において、オンラインによる方法

で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長に届け出なければな

らない。 

 

別紙№６
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３ 前項の規定による届出をして、委員会に出席した委員は、委員

会に出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。 

４ オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項

は、議長が別に定める。 

 第１７条に次の１項を加える。 

２ 前項の委員長又は委員が、第 14 条の 2 第 2 項の規定による届出

をして、委員会に出席しているときは、当該委員長又は委員は、

前項ただし書の規定による発言をオンラインによる方法で行うこ

とができる。 

 第２０条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定により出席を求められた者は、オンラインによる方

法で出席するときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なけ

ればならない。 

 第２４条に次の１項を加える。 

３ 公述人は、オンラインによる方法で公聴会に出席することがで

きる。 

 第２７条に次の１項を加える。 

２ 前項ただし書は、オンラインによる方法で出席する公述人には

準用しない。 

 第２８条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 参考人は、オンラインによる方法で委員会に出席することがで 

きる。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。  
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亀岡市議会委員会条例(昭和48年亀岡市条例第43号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

 （委員会の開会方法の特例） 

 第 14 条の 2 委員長は、新型コロナウイルス感染症その他重大な

感染症のまん延又は災害等の発生等その他やむを得ない理由に

より委員が委員会の開会場所に参集することが困難と認めると

きは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しなが

ら通話をすることができる方法（以下「オンラインによる方法」

という。）で委員会を開くことができる。ただし、第 19 条第 1

項の秘密会は、この限りでない。 

 2 前項の規定により開く委員会において、オンラインによる方法

で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長に届け出なければな

らない。 

 3 前項の規定による届出をして、委員会に出席した委員は、委員

会に出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。 

 4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項

は、議長が別に定める。 

  

（委員長及び委員の除斥） （委員長及び委員の除斥） 

第17条 （略） 第 17 条 （略） 

 2 前項の委員長又は委員が、第 14 条の 2第 2項の規定による届出

をして、委員会に出席しているときは、当該委員長又は委員は、

前項ただし書の規定による発言をオンラインによる方法で行う

ことができる。 

 

（出席説明の要求） 

 

（出席説明の要求） 
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第20条 （略） 第 20 条 （略） 

 2 前項の規定により出席を求められた者は、オンラインによる方

法で出席するときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なけ

ればならない。 

  

（公述人の決定） （公述人の決定） 

第24条 （略） 第 24 条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

 3 公述人は、オンラインによる方法で公聴会に出席することがで

きる。 

  

（代理人又は文書による意見の陳述） （代理人又は文書による意見の陳述） 

第27条 （略） 第 27 条 （略） 

 

 

 

（参考人） 

第 28 条 （略） 

2 （略） 

 

 

3 参考人については、前3条の規定を準用する。 

 

2 前項ただし書は、オンラインによる方法で出席する公述人には

準用しない。 

 

（参考人） 

第 28 条 （略） 

2 （略） 

3 参考人は、オンラインによる方法で委員会に出席することがで 

きる。 

4 参考人については、前 3条の規定を準用する。 
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 議第 号議案 

 

亀岡市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 

 

亀岡市議会会議規則（昭和５３年亀岡市議会規則第１号）の一部

を改正する規則を次のように制定するものとする。 

 

亀岡市議会会議規則の一部を改正する規則 

 

亀岡市議会会議規則（昭和５３年亀岡市議会規則第１号）の一部

を次のように改正する。 

 

目次中「（第９０条―第９４条）」を「（第９０条―第９４条の２）」

に、「（第１６６条）」を「（第１６６条・第１６６条の２）」に改める。 

第９４条の次に次の１条を加える。 

（出席委員に関する措置） 

第９４条の２ この章における出席委員には、亀岡市議会委員会条

例(昭和４８年亀岡市条例第４３号。以下「条例」という。)第１

４条の２の規定により、映像と音声の送受信により相手の状態を

相互に認識しながら通話をすることができる方法（以下「オンラ

インによる方法」という。）で委員会に出席した委員を含むものと

する。 

第１１７条に次の１項を加える。 

３ 前２項の場合において、条例第１４条の２の規定により、委員

別紙№７
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会がオンラインによる方法で開かれているときは、委員でない議

員は、オンラインによる方法で当該委員会に出席することができ

る。 

 第１２９条に次のただし書を加える。ただし、条例第１４条の２

の規定により、オンラインによる方法で出席している委員は、この

限りでない。 

 第１４２条に次の１項を加える。 

３ 前項の場合において、条例第１４条の２の規定により、委員会

がオンラインによる方法で開かれているときは、紹介議員は、オ

ンラインによる方法で委員会に出席することができる。 

 第１６６条の次に次の１条を加える。 

 （協議等の場の開催方法の特例） 

第１６６条の２ 前条の協議等の場については、新型コロナウイル

ス感染症その他重大な感染症のまん延又は災害等の発生等その他

やむを得ない理由により、その構成員が開会場所に参集すること

が困難と招集権者が認めるときは、オンラインによる方法で協議

等の場を開くことができる。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。  
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亀岡市議会会議規則(昭和53年亀岡市議会規則第1号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

目次 

 第1章 会議 

 （略） 

 第2章 委員会 

  第1節 総則（第90条―第94条） 

 （略） 

 第7章 協議又は調整を行うための場（第166条） 

目次 

 第1章 会議 

 （略） 

 第2章 委員会 

  第1節 総則（第90条―第94条の2） 

 （略） 

 第7章 協議又は調整を行うための場（第166条・第166条の2） 

 

（出席委員に関する措置） 

 第94条の2 この章における出席委員には、亀岡市議会委員会条例

(昭和48年亀岡市条例第43号。以下「条例」という。)第14条の2

の規定により、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認

識しながら通話をすることができる方法（以下「オンラインによ

る方法」という。）で委員会に出席した委員を含むものとする。 

  

（委員外議員の発言） （委員外議員の発言） 

第117条 （略） 

2 （略） 

 

第117条 （略） 

2 （略） 

3 前2項の場合において、条例第14条の2の規定により、委員会が

オンラインによる方法で開かれているときは、委員でない議員
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は、オンラインによる方法で当該委員会に出席することができ

る。 

 

（不在委員） 

第129条 表決の際会議室にいない委員は、表決に加わることがで

きない。 

 

 

 

（紹介議員の委員会出席） 

第142条 （略） 

2 （略） 

 

 

 

（不在委員） 

第129条 表決の際会議室にいない委員は、表決に加わることがで

きない。ただし、条例第14条の2の規定により、オンラインによ

る方法で出席している委員は、この限りでない。 

 

（紹介議員の委員会出席） 

第142条 （略） 

2 （略） 

3 前項の場合において、条例第14条の2の規定により、委員会がオ

ンラインによる方法で開かれているときは、紹介議員は、オンラ

インによる方法で委員会に出席することができる。 

 

 

 

 

 

 

（協議等の場の開催方法の特例） 

第166条の2 前条の協議等の場については、新型コロナウイルス感

染症その他重大な感染症のまん延又は災害等の発生等その他や

むを得ない理由により、その構成員が開会場所に参集することが

困難と招集権者が認めるときは、オンラインによる方法で協議等

の場を開くことができる。 

 



（亀岡市議会全員協議会規程）

（亀岡市議会広報広聴会議規程）

亀岡市議会幹事会・幹事長会規程（第4条）

亀岡市議会議員団研修会実施要領（6）

先例・申合せ（208）

亀岡市議会基本条例運用基準（3）

亀岡市議会基本条例運用基準（15）

⑧委員長会議

⑨災害対策本部会議

⑩政策研究会

④全員協議会
会議規則
（166条の２）

⑤広報広聴会議

⑥幹事会・幹事長会議

⑦議員団研修会

各会議のオンライン開催に伴う規定整備

会議名 オンライン会議開催規程

①議会運営委員会

委員会条例（14条の２）②常任委員会

③特別委員会

別紙№８
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亀岡市議会幹事会・幹事長会規程（案） 

平成 6年 12 月 22 日 

（幹事長会決定） 

 

(設置) 

第 1 条 議会の各会派間の意見調整等について協議するため、亀岡市議会に幹

事会及び幹事長会を置く。 

(協議事項) 

第 2 条 幹事会・幹事長会において協議する事項は、次のとおりとする。 

⑴ 会派に関すること。 

⑵ 人事に関すること。 

⑶ 各種委員の選出に関すること。 

⑷ 議員団に関すること。 

⑸ 慶弔に関すること。 

⑹ 議決を要しないもののうち、市政上特に重要な事項に関すること。 

⑺ その他必要と認めたこと。 

(組織) 

第 3 条 幹事会は、正副議長及び各会派の幹事長、幹事をもって構成し、幹事

長会は、正副議長及び各会派の幹事長をもって構成する。 

2 前項の幹事会における幹事（幹事長を含む。）の数は、10 人以内とし、会

派所属議員数に按分して割り当てる。 

(会議) 

第 4 条 幹事会及び幹事長会は、議長が招集する。 

2 会議に座長を置き、議長がこれにあたる。 

3 会議は、全会派の出席がなければこれを開くことができない。 

4 議事は、出席幹事の過半数をもって決定する。 

5 議長は、新型コロナウイルス感染症その他重大な感染症のまん延又は災害

等の発生等その他やむを得ない理由により、その構成員が開会場所に参集す

ることが困難と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互

に認識しながら通話をすることができる方法（以下「オンラインによる方

法」という。）で会議を開くことができる。 

(代理者の出席) 

第 5 条 幹事長及び幹事が事故のため幹事会及び幹事長会に出席できないとき

は、その会派に属する議員の中から代理者を出席させることができる。 

2 前項の規定により出席する代理者は、オンラインによる方法で出席すると

きは、議長にその旨を申し出なければならない。 
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(決定事項の報告) 

第 6 条 幹事会及び幹事長会において協議決定された事項で特に重要なもの

は、議長が全員協議会において報告するものとする。 

(会派の決定) 

第 7 条 この規程において、会派とは 2人以上の議員により議会内に結成され

た議会活動を同じくする議員の団体をいう。 

2 前項の会派を結成したときは、会派の代表は、その会派名、構成員の氏名

及び幹事長、幹事の氏名を議長に届け出るものとし、その届け出事項に異動

を生じたときも同様とする。 

(補則) 

第 8 条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、幹事会が決める。 

附 則 

この規程は、平成 7年 2月 5日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 11 年 2 月 17 日から施行する。 

 附 則 

この規程は、令和   年   月   日から施行する。 
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令和５年度 亀岡市議会議員団研修会実施要領 

 

 

１ 主  旨 

   議会は、市政の方針を意思決定する議決機関として、また、執行機関に

対して監視を行う重要な役割を担っている。 

   円滑な議会運営と、議員としての資質向上を図ることを目的として、議

員団研修会を実施する。 

 

２ 内  容 

（１）人権研修について 

（２）議会運営について 

 （３）議会活性化について 

 

３ 日  時 

（１）人権研修について 

令和５年６月下旬（予定） 

 

（２）議会運営について 

    令和５年１０月下旬（予定） 

 

 （３）議会活性化について 

令和５年１１月下旬（予定） 

 

４ 場  所   全員協議会室又は議場 

 

５ 対 象 者   全議員 

 

６ 開催方法   集合研修を基本とするが、議長が必要と認める場合は、 

亀岡市議会オンライン会議実施基準に基づきオンライン 

による方法で開催する。 
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Ⅲ 先例・申合せ 

 

第１２章  議会内各種会議 

 

〔３〕 委員長会議 

 

206 委員長会議は、必要に応じ議長が招集し、委員会相互間の連絡調整等必要

な事項について協議する。 

 

207 委員長会議は、議長、副議長、各常任委員長、議会運営委員長又は特別委

員長をもって構成する。 

 

208 議長は、新型コロナウイルス感染症その他重大な感染症のまん延又は災害

等の発生等その他やむを得ない理由により、その構成員が開会場所に参集す

ることが困難と認めるときは、オンラインによる方法で委員長会議を開くこ

とができる。この場合において、オンラインによる方法を活用した委員長会議

の開催に必要な事項は、亀岡市議会オンライン会議実施基準を適用する。 
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亀岡市議会基本条例運用基準 

令和 3年 3月 23 日改正 

3 災害時の対応 

亀岡市内において、災害が発生した場合、下記のとおり対応する。 

亀岡市議会災害対応マニュアル 

災害発生 

【議会事務局】 

○議会事務局長は亀岡市内において災害が発生し、市災害対策本部が設置され

た場合は直ちに登庁する。 

○議会事務局長が登庁し、市災害対策本部の情報を得た場合は、必要に応じて

正副議長に連絡し、登庁を依頼する。 

安否確認・連絡体制の確立 

【議会事務局】 

○議会事務局は、自宅電話、携帯電話、ファックス、携帯電話、メール等によ

り、議員の安否を確認し、議長に報告する。 

【議員】 

○議員は議会事務局から安否確認の連絡がない場合、速やかに安否を事務局へ

連絡する。また事務局との連絡がとれるよう常に所在を明確にしておく。 

情報収集・情報提供 

【議会事務局】 

○議会事務局は市災害対策本部から情報を収集する。収集した情報を議長の指

示のもと、議員に提供する。 

【議員】 

議員は、議長から登庁の指示がない限り、次のことを行う。 

①地域の救助活動等に協力する。 

②地域において被災者に対する相談及び助言等を行う。 

③被害状況及び避難場所の調査を行い、必要に応じて議会事務局を通して議 

長に報告する。 

【議長】 

議長は、議員から得た情報を必要に応じて市災害対策本部へ伝達する。 

亀岡市議会災害対策本部設置 

【議長】 

議長は、被害の状況により、議会対応の必要性がある時は「亀岡市議会災害対

策本部」を設置することができる。 

【議員】 

議員は、議長が亀岡市議会災害対策本部を設置した場合、招集に応じ、議会の

対応を協議する。ただし、議長は、災害の状況等により議員が開会場所に参集

することが困難と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互

に認識しながら通話をすることができる方法（以下「オンラインによる方法」

という。）で会議を開くことができる。 
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亀岡市議会基本条例運用基準 

令和 3年 3月 23 日改正 

15 政策研究会 

条例第17条に規定する政策研究会の運用は、次の各号に定めるところによる。 

⑴ 政策研究会の所掌事項は、次のとおりとする。 

①政策的条例案の策定に関すること。 

②市長その他の執行機関に対する政策提言に関すること。 

⑵ 政策研究会を結成しようとするときは、同一の会派に属しない３人以上の

議員が政策研究のテーマと期間を設定して、議会運営委員会を通じて参加す

る議員を呼びかけるものとし、その承認により結成できるものとする。 

⑶ 議長は、政策研究会を結成する必要があると認めるときは、前号のとおり

参加する議員を呼びかけることができる。 

⑷ 政策研究会を結成したときは、その代表者は、政策研究会結成届により、

議長にその旨を届け出なければならない。 

⑸ 議長は、前号の届出を受けた時は、その内容を市民に公表するものとする。 

⑹ 政策研究会は、必要に応じて、議員派遣の議決により、活動することがで

きるものとする。 

⑺ 議員派遣による活動については、その内容を速やかに議長に報告するも 

のとする。 

⑻ 政策研究会の代表者は、政策研究会の届出事項に変更が生じたときは、速

やかにその旨を議長に届け出るものとする。 

⑼ 政策研究会は、その活動の最終的な結果を速やかに議長に報告するもの 

とする。 

(10) 代表者は、新型コロナウイルス感染症その他重大な感染症のまん延又は

災害等の発生等、その他やむを得ない理由によりその構成員が開会場所に参

集することが困難と認めるときは、オンラインによる方法で会議を開くこと

ができる。 

 

＜参考＞ 

亀岡市議会基本条例 

（政策研究会） 

第 17 条 議会は、特定の市政の課題について会派を超えて共同して調査研究

を行うため、政策研究会を結成することができる。 

2 政策研究会は、政策立案又は政策提言の具現化を図り、活動の成果を議会

活動に反映するよう努めるものとする。 


